
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

東京都は，1970 年12 月に「失われた海を都民の手に返す」こ

とを目的とした「東京都海上公園基本構想」を発表し,1971年8月

には構想の具体化のための「東京都海上公園基本計画」を策定し

た。その後，1972年から海上公園の整備は順次進められ，1975年

にはお台場海浜公園（以下,お台場と示す）や晴海ふ頭公園等 13
公園が開園し，以来，今日までに38ヶ所の海上公園が開園してい

る。海上公園整備の基本的な考え方は，東京湾の水質改善を進め，

自然を回復し，都民が多様なレクリエーションを楽しめる場とし

て，既成市街地のオープンスペースと関連した公園となることが

意図されていた。この海上公園は，海浜公園，ふ頭公園，緑道公園

の 3 つの形態で構成され,各々臨海部特有の環境特性を活かし,景

観の保全･回復や海に親しむ場所として都民の利用に供する公園

としての整備 1)が進められてきた。この内，1996年に再整備され

たお台場は国内外から観光客が訪れる人気スポットとなり，都心

部に最も近い海浜2）を有する公園として注目されるようになった。 

海上公園の管理運営に対しては，2006年に指定管理者制度が導

入され，民間事業者のノウハウを活かしたイベント開催が可能と

なることで，内容も多彩になり海上公園の水辺空間 3)はこれまで

以上に賑わいを見せ，注目される場所になった。 

こうした海上公園に対する調査研究等は必ずしも多くはなく，

寺中らの海上公園の水質や生物等の状況を明らかにした報告 4),5)

や石川らの海浜の変形状況を明らかにした報告 6)等が挙げられる。

筆者らは，これまで水辺空間に対する利用者意識や行動に着目し，

海上公園における利用者の活動に基づいた水辺空間整備を考究し

た研究 7〜10)や，海上公園の整備後の水質変化や野鳥の飛来等に対

する影響及び公園の管理の実態を捉えた研究 11)等を報告してきた。

しかし，指定管理者制度の導入後の水辺空間整備のあり方や公園

利用及び良好な水辺空間の保全に向けた管理方法に関する調査研

究は行われていない。特に指定管理者制度の導入により民間事業

者の管理に移行した海上公園は，公園の利用・管理の状況が大き

く変化していると考えられ，今後，「水辺空間の保全・回復の場」

や「水辺空間と親しむ場」としての海上公園のさらなる発展を図

るためには，民間事業者の持つノウハウを積極的に活用した利用・

管理の方策を検討すると共に，海上公園特有の水辺空間を活用す

ることが重要と考える。 

本研究では，海上公園特有の水辺空間に着目し，指定管理者によ

る水辺空間の利用と管理の実態を捉えることで，現状における海

上公園特有の課題や問題点を抽出･整理することを目的とする。 

２．研究方法 

（１）研究の視点 

本研究では,海上公園の水辺空間の利用・管理の検討に際して,

｢利用｣に関しては，海上公園の公園区域に指定された範囲内に海

面を有する海上公園を対象として，指定管理者制度の導入以降の

海上公園における水辺空間を利用して実施された「イベント」に

着目して調査を行うこととした。 

｢管理｣に関しては，海上公園特有の海浜は水に触れることが可

能な親水性に富む場である反面，海浜侵食や飛砂，漂着物，ヘドロ

堆積等の海特有の環境問題があり，その対応が指摘11)されている。

特に東京都海上公園は東京湾の最奥部に立地するため，海水の流

動性は弱く，滞留することからヘドロ堆積が起きやすい状況にあ

る。こうした状況を認識することで，海浜を有する海上公園を調

査対象とした。 

（２）調査概要 

表－1に調査概要を示す。本研究ではまず，公園区域内に海面を

有する海上公園11ヶ所を調査対象として選定し，海上公園の情報

を公開するWEBサイト 12〜14)に基づき，2017 年度に実施された

イベントを抽出し整理した。次いで，海浜を有する海上公園 5 ヶ

所を抽出し，調査のためのヒアリングの承諾を得ることができた

葛西海浜公園（以下,葛西と示す），城南島海浜公園（以下,城南島

と示す），お台場の3ヶ所を対象とし，現行の事業計画書 15〜17)を
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表－1 調査概要 

図－1 海上公園の立地位置図 

表－2 海上公園の概要及び管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入手し，海浜の維持管理に関する記載内容を整理した後，｢巡回」

「調査」「清掃」「補修」の 4項目に再整理した。加えて，各海上

公園の指定管理者に対するヒアリング調査を実施し，海浜に係わ

る問題に対する認識や対応状況を把握した。質問項目は，既往研

究11）や関連文献等を参考に整理し，東京湾内の人工海浜での発生

が想定される問題としての「海浜侵食」「ゴミの漂着」「水質汚濁」

「砂の目詰まり」「ヘドロの堆積」，利用者による「ゴミの放置」，

漂着物による「悪臭」，海風による「飛砂」「海浜勾配の変化」の計

9項目を設定した。ヒアリング調査の対象者は，各海上公園を管理

する指定管理者の中から各々維持管理経験が豊富な適任者の推薦

依頼を行った。 

（３）調査対象地 

図－1に海上公園の立地位置図，表－2に海上公園の概要及び管

理体制を示す。海上公園整備は1972 年からはじまり，2019 年1
月現在，38ヶ所の海上公園が整備されている(当初43ヶ所開園さ

れたが役割を終了し閉園したり,区に管理が移行した公園がある)。

海上公園の管理運営に関しては,現在，7者が行っており，内4者

は単一の海上公園（No.1〜4）を管理し，3 者は複数の海上公園

（No.5〜11,12〜26,27〜28）をエリア毎に一括管理している。 

（４）指定管理者の選定および管理運営の現況 

海上公園の管理運営を行う指定管理者の選定に関しては，原則

公募制で行われ，応募団体は事業計画書の提出の後，プレゼンテ

ーションと質疑応答を通して，東京都の審査及び認定を受ける。

海上公園の管理運営に関する経費は，東京都から認定された指定

管理者に対して指定管理料が支払われ，指定管理者の提案を基に

金額が査定され協議決定される。指定管理者は，年度毎に社会情

勢や自然災害等による管理運営の実情を踏まえ，指定管理料の確

定の下に東京都と協定を締結している。指定管理者が行う業務内

容は，年度毎に提出される実施計画書に基づいて実施され，日常

の管理運営に加えてイベント実施は，民間事業者の持つノウハウ

が盛り込まれることで，利用者へのサービス提供が図られる。一

方，東京都は水質調査や養浜及び防波堤整備等の水辺空間整備や

施設の維持管理を担っている。 

 

３．イベントによる水辺空間の利用 

写真－1に調査対象とした海面を有する海上公園11ヶ所の状況

を示し，表－3に海上公園11ヶ所におけるイベントの実施状況を

示す。イベントは，その内容と開催期日により，連続的に連日開催

されるイベントは単一のイベントとして集計し，同一の海上公園

内において同日に複数のイベントが開催されている場合は，実施

主体が同一の場合は，単一のイベントとして集計することとした。 

(１）イベントを実施している海上公園の特徴 

海上公園11ヶ所の内，イベントの開催は7ヶ所で行われ，海浜

を有する海上公園 5 ヶ所では，いずれにおいてもイベントの実施

が確認できた。また，4ヶ所は東京港野鳥公園等の有料公園やBBQ
場等の有料施設のある公園であり，特定の施設利用者が想定され

る海上公園と考えられる。また，葛西やお台場は，近傍に集客性の

高い施設や交通機関としての鉄道駅や水上バス発着場が設置され

ているため，アクセス性や利便性が高く，イベント開催の集客効

果が期待できる海上公園と考えられる。一方，イベントを実施し

ていない 4 ヶ所の海上公園は，いずれもふ頭公園，緑道公園であ

り，散策や眺望を楽しむための線形の公園であり，交通機関の駅

舎等からは比較的遠方の立地になり，場所性や立地性からイベン

ト開催には不向きな空間と考えられる。また，これらの海上公園

は常駐の管理ではなく定期的な巡回型の管理が行われている。 

（２）イベントの実施件数 

海上公園におけるイベントの実施件数は，年間では 115件の実

施が確認できた。特に東京港野鳥公園は年間 37件と最多であり， 
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次いで，お台場は25件，葛西は19件となる。また，水辺空間を

活動場所としたイベントの実施件数に着目すると，全体の 6割の

イベントが水辺空間を利用していることが分かる。特に葛西やお

台場では，実施イベントの 9割以上が水辺空間を利用しており，

海上公園の特性を活かした空間利用が図られていることが分かる。

一方，大井ふ頭中央海浜公園や城南島は，園内に海浜や海面を有

しているものの，陸上のスポーツ施設やキャンプ場等におけるイ

ベント実施が大半を占めていた。 

（３）イベントの実施内容 

WEBによる情報収集で抽出したイベント実施内容を整理・分類

した結果，「体験型」「運動型」「娯楽型」「販売型」「保全型」の5 

つに大別できた。分類毎に集計すると，「体験型」52.6%（71件）

が最も多く，「運動型」20%（27件），「娯楽型」12.6%（17件），

「販売型」11.1%（15 件）と続き，身体を使った活動の多いこと

が分かる。一方，「保全型」は3.7%（5件）と最も少なく，海上公

園を環境保全・回復の場としてイベントを実施している例は限定

的であった。海上公園毎のイベントの実施内容を見ると，東京港

野鳥公園や葛西等では，「体験型」のイベントの割合が高く，自然

環境を題材として実施しており，葛西及びお台場では，各々特有

の水辺空間である人工海浜や渚を利用することで 5種類全てのイ

ベントを実施していることが分かる。 

表－3 海上公園11ヶ所におけるイベントの実施状況 

写真－1 海面を有する海上公園11ヶ所 
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４．水辺空間の維持管理の計画と実態 

（１）事業計画書の設問内容 

表－4 に東京都が定める指定管理者に求める事業計画書の設問

内容を示す。事業計画書の設問は，公募を行う海上公園の特性に

応じて若干の差異は見られるが，大きく分けて（1）管理運営に関

する基本的事項，（2）管理運営計画，（3）維持管理計画の3項目

で構成されており，自社ノウハウの活用や東京都との連携等，海

上公園の管理運営に対する考え方や計画に関する設問が定められ

ている。一方，管理上の点検箇所や清掃頻度等の管理項目や頻度

等の具体的な規程は定められておらず，海上公園特有の水辺空間

の維持管理についても設問は定められていない。 

（２）事業計画書にみられる海浜の維持管理計画 

表－5 に各指定管理者が提案した事業計画書に記された海浜の

維持管理に関する記載内容を示す。各海上公園の指定管理者の事

業計画書の記載内容を整理すると，「巡回」「調査」「清掃」「補修」

の 4項目にまとめられ，特に葛西では，4項目全てについて記載

があり，人工海浜特有の環境に熟慮している姿勢が見られる。一

方，城南島では「巡回」「清掃」，お台場では，「巡回」「補修」に関

する記載に留まっていた。以上より，いずれの海上公園において

も海浜の巡回や漂着ゴミの回収等に関する記載は多数確認できた

反面，海浜の砂礫へのヘドロの堆積や目詰まり等の海浜環境維持

に関する監視や管理内容については記載が見られない。 

（３）海浜の環境維持管理の実態 

表－6 に海浜の問題に対する認識及び対応状況を示す。各指定

管理者へのヒアリング調査の結果,「海浜侵食」「ゴミの漂着」「ゴ

ミの放置」「悪臭」「飛砂」については，いずれの海上公園において

も問題の有無が認識されていた（●もしくは - 印）。この内，「海

浜侵食」「ゴミの漂着」「ゴミの放置」では，3ヶ所全ての海上公園

において問題が有ると認識されており，「悪臭」及び「飛砂」では，

清掃頻度や周辺環境等に応じて問題の有無に認識の差異が見られ

た。一方，問題の有無が認識されていない項目（▲印）としては，

「海浜勾配の変化」「水質汚濁」「砂の目詰まり」「ヘドロの堆積」

が挙げられ，特に，「砂の目詰まり」及び「ヘドロの堆積」は3ヶ

所全ての海上公園において現状の把握はなされていない。 

指定管理者による各種問題への対応状況に着目すると，「海浜侵

食」では，葛西及びお台場において荒天時に砂浜が侵食された場

合等に限り，簡易な穴埋め作業により処置対応が図られていた。

また，海浜のある全ての海上公園において，東京都による養浜工

事が数年毎に実施され，城南島では防波堤の新規整備が実施され

ていた。「ゴミの漂着」では，日常の巡回清掃や民間企業等のボラ

ンティアによる対応が図られ，「ゴミの放置」では，各海上公園で

様々な対応が行われ，特に城南島では「啓発看板の設置」や「園内

放送」「ゴミ箱の撤去」等の多様な対応が図られていた。「悪臭」で

は，全ての公園で，悪臭原因となる腐敗した魚や海藻類等の早期

回収による対応が図られていた。「飛砂」では，城南島及びお台場

において状況に応じて周辺地区に飛散した砂の除去作業が行われ

ていた。一方，葛西は海浜の背後地が臨海公園の防砂林緑地とな

っているため､砂が飛散する事による問題は無いとして対応はな

されていなかった。「海浜勾配の変化」では，葛西及び城南島にお

いては状況に応じて砂をならす作業が行われていたが，お台場で

は対応はなされていなかった。「水質汚濁」では，葛西においては

水質調査による状況の把握がなされていた。また，NPO団体によ

る海浜への竹ひびの設置及びそこに付着する牡蠣の浄化機能を活

用した水質浄化の取り組みも実施されていた。一方，他の海上公

園では東京都や地元区による水質調査やスクリーンの設置等は行

われていたものの，指定管理者による問題への対応はなされてい

なかった。「砂の目詰まり」及び「ヘドロの堆積」は，いずれの海

上公園においても問題への対応はなされていなかった。 

 

５． おわりに 

本研究では，東京都海上公園の水辺空間の利用・管理における現

状の課題点を明らかにした。その結果を以下に要約する。 

（1）イベントの実施が確認できた7ヶ所の海上公園では，実施イ

ベントの6割が水辺空間を利用しており，概ね海上公園の特

性を活かした空間利用が図られていた。一方，一部の海上公 

表－4 東京都が定める事業計画書の設問内容 

表－5 事業計画書の海浜の維持管理に関する記載内容 
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園では，イベント実施において陸上のスポーツ施設等の利用

が大半を占め，水辺空間の利用がほとんど図られていない例

も見られた。 

（2）イベントの実施内容は，「体験型」「運動型」「娯楽型」「販売

型」「保全型」が行われており，中でも海上公園の自然環境を

活かした「体験型」が最も多く開催されていた。一方，「保全

型」の実施は限られており，海上公園を環境保全・回復の場

としてイベント利用する例は限定的であった。 

（3）東京都が定める指定管理者に求める事業計画書の設問内容は，

海上公園の管理運営及び維持管理における考え方や具体的

な計画に関する設問で構成されていたが，海上公園特有であ

る海浜の維持管理に主眼をおいた設問は見られなかった。 

（4）指定管理者が提案した事業計画書に記された海浜の維持管理

内容は，「巡回」「調査」「清掃」「補修」の4項目にまとめら

れ，特に，海浜の巡回や漂着ゴミの回収等の記載は多数確認

できた。一方，海浜の砂礫へのヘドロの堆積や目詰まり等の

海浜の維持管理に関する監視や管理内容は記載されていなか

った。 

（5）指定管理者による海浜の問題の認識状況に関して，施設の巡

回による目視で把握可能な海浜の侵食や飛砂，ゴミの漂着等

については認識されていたが，海浜の砂や水，公園区域内と

して設定された海面の状況については認識されていなかった。 

以上より，海上公園の指定管理者による水辺空間の利用面につ

いて，イベントの実施頻度の高まりと，イベント開催場所を海上

公園特有の水辺空間を利用することで，人と海との触れ合いの機

会を提供していると考えられる。ただし，イベントとしてビーチ･

クリーンアップなどの環境保全指向の取り組みが試みられている

が，こうした取り組みを実施している公園は限定的であり実施回

数も限られていることから，必ずしも海上公園が水辺空間の保全・ 

回復の場として十分に利用されているとは言い難く，今後の発展

が望まれる分野であると考えられる。管理面ついては，海上公園

特有の海浜を有していることから，海象条件の変化に伴う対応や

生態系への配慮等，通常の公園管理とは異なる専門的な視点を踏

まえた環境維持管理が求められるが，現状の指定管理者の認識及

び対応状況では必ずしも十分とは言い難い状況が窺えた。また，

こうした状況は，指定管理者の公募を行う東京都が，事業計画書

の設問において海浜の維持管理方法についての記載を求めていな

いことも要因の一つとして考えられる。今後は，東京都が海浜の

管理規程を設ける等により東京都と指定管理者双方における水辺

空間の環境維持管理の重要性に対する認識を深めるとともに，

NPO団体等の専門性を有した組織と連携することで，より質の高

い管理体制の構築を検討することが重要であると考える。 

補注及び引用文献 

1）東京都港湾局(1975)：東京都海上公園条例 昭和五〇年一〇月

二二日条例第一〇七号 

2）本研究における海浜とは，砂浜及び干潟を指す。

3）本研究における水辺空間とは，海を臨むことができる陸域から

海域にかけての場（海浜・磯・桟橋・海面）を示す。 

4）寺中啓一郎・和野信市・笠原勉（1989）：港湾親水空間の再生

-東京港お台場海浜公園の整備と調査事例-：海洋開発論文集

第5巻，173-178
5）寺中啓一郎・和野信市・竹田洋一郎（1990）：東京湾奥部干潟

水域に関する水域環境調査について：海洋開発論文集 第6巻，

65-70
6）石川仁憲・芹沢真澄・三波俊郎 他（1999）：お台場海浜公園の

海浜変形とその保全に関する一考察：海洋開発論文集 第15巻，

517-522

表－6 海浜の問題に対する認識及び対応状況 

531ランドスケープ研究 83 (5)，2020



7）畔柳昭雄・渡邊秀俊・長久保貴志（1993）：都市臨海部の水辺

空間における利用者の水辺環境評価に関する研究-都市住民の

親水行動特性に関する研究 その2-：日本建築学会計画系論文

集 第454号，197-205
8）畔柳昭雄・渡邊秀俊・長久保貴志（1994）：都市臨海部の水辺

空間における利用者の親水活動特性に関する研究-都市住民の

親水行動特性に関する研究 その 3-：日本建築学会計画系論文

集 第459号，195-203
9）畔柳昭雄・佐々田道雄・渡邊秀俊（2002）：都市臨海部におけ

る利用者の水辺環境評価に関する研究-都市住民の親水行動特

性の変容に関する研究 その1-：日本建築学会計画系論文集 第

557号，367-374
10）佐々田道雄・畔柳昭雄・渡邊秀俊（2003）：都市臨海部におけ

る利用者の親水活動特性に関する研究-都市住民の親水行動

特性の変容に関する研究 その 2-：日本建築学会計画系論文

集 第568号，185-192
11）武田雄・畔柳昭雄（2003）：葛西海浜及び臨海公園整備にみら

れる環境改善効果と維持管理方法に関する研究：ランドスケ

ープ研究66（5），723-728
12）東京港埠頭株式会社：海上公園なび,〈http://www.tptc.co. jp

/park/event/info〉,2018.9 参照
13）公益財団法人東京都公園協会：葛西海浜公園：公園へ行こう！，

〈https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index027.html〉，
 2018.9 参照 

14）アメニス海上南部地区グループ：イベント情報：東京港南部

地区海上公園ガイド，〈http://seaside-park.jp/tag/eventinfo/〉，
2018.9 参照

15）公益財団法人東京都公園協会（2015）：葛西海浜公園 事業計

画書 

16）アメニス海上南部地区グループ（2015）：南部地区「大井ふ頭

中央海浜公園ほか14公園」事業計画書

17）東京臨海副都心グループ（2015）：臨海副都心地区「お台場海

浜公園他11公園」事業計画書

(2019.9.28受付，2020.3.30受理)(2019.9.28受付，2020.3.30受理)

532 JJILA 83(5)，2020




